


























  要約:わが国の医療の著しい進歩に伴い、小児の疾病構造の大きな変化は、従来の治療・

療育の不可能であった多くの難病に対しても新生児スクリーニングの普及や医学・医療の

進歩により、冶療が可能になったり、延命劾果を図ることができるようになり、慢性疾患

や心身障害を有する患児(者)や家族の Ouality of life(以下.OOL と略巣)支援がより必要

になってきた。したがって、これからの少子化時代およぴ高齢化社会に対応した乳幼児健

診は、乳幼児の将来の人格形成などを十分に意識した精神的・社会的発達強調のプログラ

ムが必要である。

  平成 6 年 6 月に地域保健法の大幅な改正、およぴ母子保健法の一部改正(平成 9 年 4 月

より施行)がなされ、母子保健事業の主体が市町村に委譲された。委譲にあたって、人的、

質的な地域格差が確認され、健診の質の低下が危惧されていることが指摘された。そこで

本年度はこれまでの研究のまとめとしたの乳幼児健診の質的、人的な必要性・重要性を考

慮した健診の在り方とともに、専門職のいない地域における健診の対策、特に境界児、異

常児の発達支援を含めた体制などについて検討し、提言を行った。


